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本報告書の調査は、本件航空重大インシデントに関し、航空・鉄道事故

調査委員会設置法及び国際民間航空条約第１３附属書に従い、航空・鉄道

事故調査委員会により、航空事故の防止に寄与することを目的として行わ

れたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 後 藤 昇 弘



Ⅰ トランスマイル航空所属 ９Ｍ－ＴＧＳ
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航空重大インシデント調査報告書

所 属 トランスマイル航空（マレーシア国）

型 式 マクドネル・ダグラス式ＭＤ－１１Ｆ型

登録記号 ９Ｍ－ＴＧＳ

発生日時 平成１９年１月１０日 １１時４５分ごろ（日本標準時）

発生場所 高知県足摺岬の南西約３０km付近の海上上空

平成２０年 １ 月２５日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 後 藤 昇 弘（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 遠 藤 信 介

委 員 豊 岡 昇

委 員 首 藤 由 紀

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空重大インシデント調査の経過

１.１ 航空重大インシデントの概要

本件は、航空法施行規則第１６６条の４第１４号に規定された「航空機乗組員が疾

病により運航中に正常に業務を行うことができなかった事態」に該当し、航空重大イ

ンシデントとして取り扱われることとなったものである。

トランスマイル航空所属マクドネル・ダグラス式ＭＤ－１１Ｆ型９Ｍ－ＴＧＳは、

平成１９年１月１０日（水 、同社の定期８３７６便（貨物）として、アンカレッジ国）

際空港（米国）から香港国際空港（中国）へ向けて飛行中、１１時４５分ごろ、高知

県足摺岬の南西約３０km付近の海上上空、ＦＬ３８０において、右操縦席に着座して

いた副機長が意識を喪失した状態になったため、機長及び巡航機長が操縦業務を交代

し、目的地を関西国際空港に変更して、１２時１９分に着陸した。

同機には、運航乗務員３名、社用搭乗者２名の計５名が搭乗していたが、負傷者は

なかった。
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１.２ 航空重大インシデント調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１９年１月１０日、本重大インシデントの調

査を担当する主管調査官ほか２名の航空事故調査官を指名した。更に、平成１９年

１月２３日、航空医官を指名した。

1.2.2 外国の代表

運航国及び航空機の登録国であるマレーシア国に重大インシデント発生の通知を

した。代表の指名はなかったが、調査への協力は得た。

1.2.3 調査の実施時期

平成１９年 １ 月１０日及び１１日 機体調査及び口述聴取

平成１９年 １ 月１２日 ～ ３ 月１６日 飛行記録装置及び操縦室用音声記録

装置の解析

平成１９年 １ 月１６日 口述聴取

1.2.4 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

トランスマイル航空（マレーシア国。以下「同社」という ）所属マクドネル・ダグ。

ラス式ＭＤ－１１Ｆ型９Ｍ－ＴＧＳ（以下「同機」という ）は、平成１９年１月１０。

日、同社の定期貨物８３７６便として、アンカレッジ国際空港（米国）を３時０７分

（日本標準時、以下すべて同じ ）に離陸し、香港国際空港（中国）へ向けて飛行して。

いた。

アンカレッジ国際空港事務所に通報された同機の飛行計画の概要は、次のとおりで

あった。

飛行方式：ＩＦＲ、出発地：アンカレッジ国際空港、移動開始時刻：２時２０

分、巡航速度：４７２kt、巡航高度：ＦＬ３３０、経路：ＮＯＤＬＥ（位置通

報点）～Ｒ２２０（航空路）～ＮＩＣＨＯ（位置通報点）～ＮＯＬＴＩ（位置

通報点）～ＮＩＫＬＬ（位置通報点）～ＮＯＧＡＬ（位置通報点）～ＮＵＢＤ



*1 本報告書における「巡航機長」とは、マレーシア国航空当局から巡航機長としての資格を付与され、同社にお

いて巡航時のみ機長として操縦を行える資格を有し、同機の運航に従事していた操縦者のことである。
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Ａ（位置通報点）～ＮＩＫＯＮ（位置通報点）～ＧＯＣ（大子ＶＯＲＴＡＣ）

～Ｗ１８（航空路）～ＫＣＣ（名古屋ＶＯＲＴＡＣ）～Ｖ５２（航空路）～Ｋ

ＥＣ（串本ＶＯＲＴＡＣ）～Ａ１（航空路）～ＥＬＡＴＯ（位置通報点 （以降）

の経路は省略 、目的地：香港国際空港、所要時間：１２時間０７分、搭乗者数）

：５名

同機には、運航乗務員として機長、機長資格を有する副操縦士（以下「副機長」と

いう ）及び交替要員である巡航機長 の３名、並びに社用搭乗者として２名（以下。 *1

「社用搭乗者Ａ」及び「社用搭乗者Ｂ」という ）の計５名が搭乗していた。重大イン。

シデント発生時、巡航機長がＰＦ（主として操縦業務を担当する操縦士）として左操

縦席に、副機長がＰＮＦ（主として操縦以外の業務を担当する操縦士）として右操縦

席に着座していた。

重大インシデントが発生してから関西国際空港（以下「同空港」という ）へ着陸す。

るまでの同機の飛行経過は、管制交信記録、運航乗務員及び社用搭乗者の口述並びに

レーダー航跡記録によれば、概略次のとおりであった。

2.1.1 管制交信記録による飛行の経過

同機と、福岡航空交通管制部に置かれた管制区管制所（以下「福岡ＡＣＣ」とい

う ）並びに関西空港事務所（以下「空港事務所」という ）に置かれたターミナル。 。

管制所（以下「アプローチ」という ）及び飛行場管制所（このうち、飛行場管制席。

を以下「タワー」といい、地上管制席を以下「グラウンド」という ）との主な交信。

は、次のとおりであった。

１１時４５分２２秒 同機から福岡ＡＣＣへ、メディカル・エマージェンシー

（医療に関する緊急事態）を宣言し、名古屋への目的地変

更を要請した。

同 ４９分０９秒 同機から福岡ＡＣＣへ、関西国際空港への目的地変更を要

請し、福岡ＡＣＣが同機のレーダー誘導を開始した。

同 ５２分３６秒 同機から福岡ＡＣＣへ、着陸後に医師が必要であると通報

した。

同 ５９分３３秒 同機からアプローチへ、レーダー誘導で滑走路２４へのＩ

ＬＳ進入を要請した。

１２時００分０４秒 同機からアプローチへ、到着時の医療支援を要請した。

同 ０１分３９秒 同機からアプローチへ、風を確認して、滑走路２４へのＩ



*2 「ナビゲーション･ディスプレー」とは、水平面における自機の飛行経路、針路、位置や空港、航法援助施設

の位置などを表示させることができる電子計器をいう。
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ＬＳ進入を行うと通報した。

同 １６分２５秒 タワーから同機へ、滑走路２４への着陸許可を発出し、風

向３００°、風速７ktと通報した。

同 ２１分４４秒 同機からグラウンドへ、医療支援が必要であると通報した。

同 ２１分５２秒 グラウンドから同機へ、駐機スポット３６番へ地上滑走す

るよう指示し、救急車が間もなく到着すると伝えた。

なお、同機は１２時１９分に着陸した。また、運航乗務員と航空交通管制官

（以下 「管制官」という ）の交信には、患者の容体や人数について詳細な内容、 。

は含まれていなかった。

2.1.2 口述による飛行の経過

(1) 巡航機長

副機長と私は、１月２日（火）から一緒に乗務に就いており、同機のアン

カレッジ出発前には３.５日間の休養があった。副機長からは、飛行前も飛行

中も、頭痛などの体調の異常については全く聞かされていなかった。

機長がＰＦとして左席、私がＰＮＦとして右席、副機長が操縦席内後席に

着座し、アンカレッジ国際空港を出発した。離陸後、副機長は最初の休憩に

入った。

離陸から約４時間後、運航乗務員交代を行い、私は休憩に入り、副機長が

ＰＮＦとして右席に着座した。

離陸から約８時間後、２回目の運航乗務員交代を行い、機長は休憩のため

休憩室に入り、私がＰＦとして左席に、社用搭乗者Ａが操縦室内の後席に、

社用搭乗者Ｂは引き続き休憩室にいた。

、機長が休憩に入った後、同機は福岡ＡＣＣの管制下に入り、航空路Ａ 1上

ＦＬ３８０を飛行していたとき、副機長が少し疲れていたようだったので、

私が無線交信も担当することとした。少し会話をした後、私は副機長に、Ｆ

Ｌ４００への上昇を検討するように提案した。副機長は直ぐに私を見て微笑

んだが、返答はなく、少し変に思ったが多分理解して了承してくれているも

のと思った。

その２～３分後、副機長は、突然、大声を発した。私は、極めて異常なこ

とが彼の身に起こったと思い、彼の様子を見たところ、彼の全身は硬直して

いた。このとき時刻は１１時４５分ごろで、位置はナビゲーション・ディス

プレー を見ると同空港から約１７０マイル南西付近であった。運悪く彼の*2
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両足がラダー・ペダルの上にのった状態となり、彼は震えながら両足を不規

則に突っ張るため、その動きが機体に伝わり、機体は左右に動揺した。

私は、操縦室内の後席にいた社用搭乗者Ａに機長を呼びに行かせるととも

に、最寄りの飛行場への速やかな着陸とメディカル・エマージェンシーを宣

言することを決心した。福岡ＡＣＣにその旨を通報し、中部国際空港への目

的地変更の許可を受け、オートパイロットの機首方位を右旋回で指示された

針路に設定した。そして、操縦室に戻った社用搭乗者Ａと協力して、副機長

の座席位置を後方へ移動し、背もたれを倒し、彼の両足をラダー・ペダルか

ら引き離した。中部国際空港は以前に着陸した経験があり、最初に目的地変

更を要求したが、関西国際空港の方がその位置から近いと分かり、操縦室に

入ってきていた機長にその旨を伝え、機長と座席を交代するとともに、社用

搭乗者２名と私の３名で、副機長を座席から下ろし、抱えて休憩室に運び、

床のマット上に平らに横たえた。そこで彼は嘔吐したが、彼の口内に異物が

ないことを確認した後、酸素を与えた。その後の看護は社用搭乗者２名に任

せ、操縦室に戻り右席に着座しＰＮＦ業務に就いた。

この事態はメディカル・エマージェンシーであり、機長が通常どおり操縦

し、飛行は全て正常であったため、ＡＴＣトランスポンダーは緊急コードに

はセットしなかった。既に降下の許可が出され、その後、同空港の進入経路

へレーダー誘導が行われ、ＭＡＹＡＨ経由、ＩＬＳ進入により、１２時１９

分、滑走路２４へ着陸した。管制機関からは、進入経路が短かくなる滑走路

０６を勧められたが、風向２９０°、風速１０ktと着陸時の追い風が強すぎ

たことと、空港にも近づいていたため、それは断った。副機長に対し医療処

置が必要であると思い、進入経路上でアプローチに医療支援を要請し、着陸

後に再度、グラウンドにも要請した。

、着陸後、駐機場所でエンジン停止後、ボーディング・ブリッジが接続され

救急隊員等が乗り込んで来た。

(2) 機長

私は、ＰＦとして左席に着座し、アンカレッジ国際空港を離陸した。天候

は問題なく、同機は、当初のＦＬ３３０から段階的に上昇しつつ、順調に飛

。行していた。飛行中、副機長について、異常と感じることは何一つなかった

２回目の運航乗務員交代で、私はＰＦを巡航機長と交代し、休憩室で寝てい

た。

突然、機体が横に動く感じがし、再度、その動きを感じたので、何らかの

異常が発生したと思い、起きたところ、操縦室にいた社用搭乗者Ａが呼びに

きた。操縦室に入ると、副機長は話ができない状態のまま両足でラダー・ペ



*3 「ＣＴ（Computed Tomography 」とは、身体内部の異常を発見するため、Ｘ線を用いコンピュータ断層撮影を）

行う医療用機器を用いた検査法のことをいう。

*4 「ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging 」とは、身体内部の異常を発見するため、核磁気共鳴現象を利用し）

て画像を得る医療用機器を用いた検査法のことをいう。
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ダルを踏んでおり、巡航機長と社用搭乗者Ａが副機長の座席位置を下げ背も

たれを後方へ倒しているところであった。

、巡航機長が既に福岡ＡＣＣに対しメディカル・エマージェンシーを宣言し

同機は指示された進路に旋回を開始していた。私は、巡航機長と操縦を交代

し、同空港への目的地変更を要求して許可され、レーダー誘導を受けつつ高

速度で降下した。滑走路０６は距離は近かったが追い風となるので、向かい

風となる滑走路２４へＩＬＳ進入で着陸した。

(3) 社用搭乗者Ａ

私と社用搭乗者Ｂの２名は、ロサンゼルスで用務を終えマレーシア国へ帰

る途中だった。

２回目の運航乗務員交代で、機長が休憩室で休むため、私は操縦室内の右

後席に移動して休んでいた。私は、巡航機長から椅子の背を押されながら

「起きろ、起きろ 」と言われ目を開けた。私は、副機長が全身を激しく震わ。

せながら両足でラダー・ペダルを押しているのを見た。私は、巡航機長に言

われて機長を呼ぶと、機長は直ぐに来て巡航機長と座席を交代した。巡航機

長と社用搭乗者Ｂと私の計３名で、副機長を休憩室に運びマットに寝かせる

と嘔吐したが、口中をきれいにして、酸素を吸わせた。副機長は、気を失っ

。て震えてはいるものの呼吸は普通になり、生命の危機を脱したように見えた

副機長は、気を失ってから１５分から２０分後には意識が回復し歩けるよう

になり、自分で洗面所でシャツを洗った後、休憩室の椅子に座っていた。

(4) 副機長

私は、半年毎の航空身体検査のほか、毎年健康診断も受けているが、これ

までに身体の異常を指摘されたことは全くなかった。航空身体検査は母国ブ

ラジルで受けているが、精神及び神経系の検査は、過去６ヶ月間における健

康上の問診を受けただけで、ＣＴ 検査やＭＲＩ 検査はなかった。
*3 *4

１年半前、母国で買い物をしながら歩いている途中、ふらついて倒れたこ

とがあったので、ＣＴ検査を受けたが特に異常はなかった。

同機での飛行前には３.５日間の休養があり、前日に約７時間の睡眠をとり、

当日、現地時間５時３０分（日本標準時９日２３時３０分）頃起床し、食事

をとらずに空港へ向かったが、身体的な異常は何一つ感じていなかった。

同機の飛行では３名の運航乗務員のうち私が最初に休憩することになって

いたので、操縦室の後席にいて、眠ろうとはしたが眠ってはいなかった。離
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陸の約２時間後に、朝食として果物を食した。離陸の約４時間後、ＰＮＦと

して右席に着座した。離陸の約８時間後、２回目の運航乗務員交代を行い、

機長が休憩に入り、私はそのままＰＮＦとして右席に着座し、巡航機長がＰ

Ｆとして左席に着座した。

昼食を少しとり、それまでは全く通常どおりの状態で何も身体的異常を感

じなかったが、突然、頭が痛くなった。着陸した後のことは全て覚えている

が、着陸するまでの記憶がはっきりしない。

(5) 関西空港事務所先任航空管制官

同機のメディカル・エマージェンシーによるダイバート（目的地変更）情

報は、福岡ＡＣＣに入り、福岡ＡＣＣ管制官から空港事務所のタワー管制官

に、電話で連絡が入った。メディカル・エマージェンシーの詳細は、特に告

げられなかった。

１２時２０分、タワー管制官が一般回線の１１９番通報により、泉佐野市

の消防機関に通報した。

同機は、グラウンドに救急車の手配を再確認し、グラウンド管制官は 「今、、

救急車を呼んでおり、到着を待っている 」と答えた。。

メディカル・エマージェンシーの場合、通常、その情報は、アプローチ管

制官に入りタワー管制官へ伝えられ、タワー管制官から関西国際空港株式会

社（以下「ＫＩＡＣ」という ）運用本部オペレーション部（以下「ＫＩＡＣ。

オペレーション」という ）へ、更にハンドリングを実施する会社へと伝えら。

れ、機体の受け入れ準備が整えられる。救急車の手配は、ハンドリングを行

。う会社が実施するため、タワー管制官が行ったことはこれまでにはなかった

ＫＩＡＣと空港事務所との協定書では、救急車等の要請があった場合、タワ

ー管制官からＫＩＡＣオペレーションへ通報するように記載されている。

今回も協定書に従い、タワー管制官からＫＩＡＣオペレーションに救急車

の要請を行ったところ 「消防に通報してくれ 」と言われ、ＫＩＡＣの消防、 。

本所指令室（以下「ＫＩＡＣ消防」という ）に通報すると「救急車を持って。

いないので、そちらで要請してくれ 」と言われた。再度、ＫＩＡＣオペレー。

ションに確認したところ、やはり「タワー管制官からＫＩＡＣ消防に要請し

てくれ 」と言われた。再度、ＫＩＡＣ消防に直通ラインで連絡したところ、。

「１１９番通報してくれ 」と言われ、最終的に、タワー管制官から１１９番。

通報した。

2.1.3 レーダー航跡記録による重大インシデント発生前後の状況

同機は、航空路Ａ１上をＦＬ３８０にて南西へ水平飛行し、１１時４６分ごろ、



*5 「免許効力の付与」とは、国際民間航空条約第１付属書によれば、自国以外の国際民間航空条約締約国が発行

した免許を、自国の免許と同等の効力を有するものとして承認し、一定の事項について自国の法令により、その

証明書を付与することをいう。
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足摺岬の南西約４７km付近海上において、右旋回し、ＫＡＲＩＮ（位置通報点 、Ｍ）

ＡＹＡＨ（位置通報点）経由、同空港に着陸した。

（付図１参照）

本重大インシデントの発生場所は高知県足摺岬の南西約３０km付近の海上上空（北

緯３２度３７分、東経１３２度４２分）で、高度はＦＬ３８０、時刻は１１時４５分

ごろであった。同機は、その後、機長と巡航機長による運航で、１２時１９分、同空

港へ着陸した。

同機は、１２時２４分、スポット３６番に駐機し、１３時２０分、副機長は救急車

により病院に搬送された。

（付図４参照）

２.２ 航空機乗組員等に関する情報

(1) 機 長 男性５６歳

免許効力の付与 （マレーシア国発行）
*5

定期運送用操縦士、機長、トランスマイル航空が運航するＭＤ－１１

有効期限 平成１９年 ２ 月２８日

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機 （大韓民国発行））

平成 ５ 年 ５ 月２２日

限定事項 ＭＤ－１１ 平成 ３ 年１１月２０日

第１種航空身体検査証明書（大韓民国発行）

有効期限 平成１９年 ２ 月２８日

総飛行時間 約１２,０００時間００分

最近３０日間の飛行時間 ２７時間１３分

同型式機による飛行時間 約７,０００時間００分

最近３０日間の飛行時間 ２７時間１３分

（飛行時間は自己申告による）

(2) 副機長 男性４７歳

免許効力の付与（マレーシア国発行）

定期運送用操縦士、機長、トランスマイル航空が運航するＭＤ－１１

有効期限 平成１９年 ２ 月２８日
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定期運送用操縦士技能証明書(飛行機)(ブラジル国発行）

平成 ８ 年 ２ 月 ７ 日

限定事項 ＭＤ－１１ 平成 ８ 年 ２ 月 ７ 日

第１種航空身体検査証明書（ブラジル国発行）

有効期限 平成１９年 ２ 月２８日

総飛行時間 １４,８６５時間５２分

最近３０日間の飛行時間 ５７時間４１分

同型式機による飛行時間 ２,４１５時間４０分

最近３０日間の飛行時間 ５７時間４１分

(3) 巡航機長 男性３５歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）(マレーシア国発行)

平成１６年 ２ 月１３日

限定事項 ＭＤ－１１巡航機長 平成１６年 ３ 月３０日

第１種航空身体検査証明書（マレーシア国発行）

有効期限 平成１９年 １ 月３１日

総飛行時間 ４,６７３時間２４分

最近３０日間の飛行時間 ９０時間５４分

同型式機による飛行時間 ５８９時間２４分

最近３０日間の飛行時間 ９０時間５４分

２.３ 航空機に関する情報

型 式 マクドネル・ダグラス式ＭＤ－１１Ｆ型

製 造 番 号 ４８４８６

製造年月日 平成 ４ 年 ８ 月２１日

耐空証明書 Ｍ．１０５６

有効期限 平成１９年 ９ 月２７日

総飛行時間 ４４,４９２時間００分

定期点検( )後の飛行時間 ４７２時間1A+2A+5A整備、平成 18 年 11 月 27 日実施

（付図２参照）

２.４ 気象の状況

(1) 上空の状況

１月１０日０９時発表の「アジア２００hPa高度・気温・風・圏界面天気図」

によると、本重大インシデント発生場所付近の高度約３９,７００ftでは、西南
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西の風約１５０kt、気温マイナス５４℃であった。

(2) 同空港の定時観測気象報

同機の着陸前の定時観測気象報は、次のとおりであった。

12 時 00 分 風向 ２７０°、風速 ９kt、卓越視程 ４０km、雲 雲量

１／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ２,０００ft、気温 １０℃、

露点温度 －２℃、高度計規正値（ＱＮＨ）３０.２７inHg

２.５ 飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置に関する情報

2.5.1 同機には、米国フェアチャイルド社製飛行記録装置（パーツナンバー:Ｓ８０

０－２０００－００、以下「ＤＦＤＲ」という ）及び米国フェアチャイルド社製操。

縦室用音声記録装置（パーツナンバー:９３－Ａ１００－８０、以下「ＣＶＲ」とい

う ）が装備されていた。。

ＤＦＤＲには本重大インシデント発生時の記録が残されており、記録されていた

ＶＨＦ送信機キーイング信号と管制交信記録に残されていたＮＴＴの時報及び管制

交信部分とを対応させ、ＤＦＤＲの時刻を較正した。

ＣＶＲは３０分間の録音が可能なものであり、本重大インシデントに関する記録

は、上書きされて残っていなかった。

2.5.2 ＤＦＤＲ記録による重大インシデント発生前後の飛行状況

同機は、重大インシデント発生前後には自動操縦装置により飛行しており、１１

、時４４分５６秒～同４５分１０秒にかけて、方向舵が右最大約４°、左最大約５°

ロール角が右最大約８°、左最大約１１°、ヘディングが右最大約３°、左最大約

２°の変動が記録されていた。この時の客室与圧高度は、約７,０００ftと記録され

ていた。

（付図３参照）

２.６ 医学に関する情報

副機長が搬送された病院の担当医の口述は以下のとおりである。

副機長は、飛行中の機内で意識を喪失し全身が硬直しけいれんしたと関係者から
．．．．

聞いていたが、病院に着いたときには意識は戻っていた。ＣＴ検査とＭＲＩ検査の

結果、脳腫瘍が疑われると診断した。腫瘍は脳をかなり圧迫し、点滴で脳の圧力を

、下げる治療を行ったが、そのまま放置すると病状は進行し、命を失う可能性があり

早いうちに手術を受けることを勧めた。この腫瘍は比較的大きなものであったが、

ここまで大きくなるのにかかる期間は不明である。治療を行わずにいると、突然、

けいれん発作や様々な症状を発症する可能性が高く、気圧の変動は、この症状の発
．．．．
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症に良くないと考えられる。

１年半前に倒れたことについて、その後ＣＴ検査を行い問題なかったとのことで

あり、貧血等は誰にでもあることなので、このとき倒れたことと脳腫瘍との関連性

を特定することはできない。

脳腫瘍という病気は、進行するまでほとんど症状が表れないことが多く、ＣＴ検

査やＭＲＩ検査による精密検査を行わないと発見は困難である。ＭＲＩ検査であれ

ば、大きさが５mmもあれば発見可能であると思う。腫瘍自体の予防策はないが、定

期的にＣＴ検査等の検査を受けることで早期発見は可能であると考えられる。

２.７ 救難等に関する情報

2.7.1 同機への地上での対応

(1) 経過

空港事務所、ＫＩＡＣオペレーション及びハンドリング会社の記録による

と、同機への地上での対応については、概ね次のとおりであった。

１１時５０分ごろ 空港事務所のタワー管制官からＫＩＡＣオペレーショ

ンに対し、同機がメディカル・エマージェンシーのた

。め、同空港へ目的地変更するという情報が知らされた

１１時５８分ごろ 空港事務所のタワー管制官からＫＩＡＣオペレーショ

ンに対し、救急車要請があったが、ＫＩＡＣオペレー

ションはタワー管制官に対し、救急車要請はタワー管

制官からＫＩＡＣ消防に要請するように依頼した。

１２時００分ごろ 空港事務所とＫＩＡＣからハンドリング会社に対し、

「同機のハンドリングは貴社が行うか 」との問い合わ。

せがあった。

１２時１０分ごろ ハンドリング会社が同機のハンドリングを行うことを

社内で決定し、社内周知され、作業が指示された。

。１２時２０分ごろ タワー管制官が１１９番通報により救急車を要請した

駐機スポットが３６番に決定した。

(2) ＫＩＡＣオペレーションの動き

ＫＩＡＣオペレーションは、立入の許可、駐機スポットの運用等の業務を

行っている。タワー管制官からメディカル・エマージェンシーの連絡が入り

１１時５８分、空港事務所の航空管制運航情報官に同社のハンドリング会社

を尋ねたが、その時点では不明とのことであった。そこで、同空港に乗り入

れている各社に確認したが、同社のハンドリングを行っているという会社は

なかった。やがて、同社が中部国際空港に乗り入れていた際にハンドリング



*6 「ＣＩＱ」とは、国境を越える交通および物流において必要であるとされる手続きである、税関(Custom)、出

入国管理(Immigration)、検疫(Quarantine)を包括した略称である。
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をしていた会社が判明したので、ハンドリングを依頼した。各社とのやりと

りに約１０分、ハンドリング会社への要請に約８分を要し、ハンドリング会

社の決定を確認したのは、１２時１６分ごろであった。更に、ハンドリング

会社への情報提供に約３分を要した。

駐機スポットは、ハンドリング会社に近いこと、旅客ビルに着けた方が良

いと考えたこと及び駐機スポットの空き時間が長いことを考慮し、３６番に

決定した。

１２時１９分ごろ同機の着陸とほぼ同時に、直通電話で空港事務所のタワ

ー管制官に駐機スポットが３６番に決定したことを連絡した。

なお、通常の場合は、救急車の手配やＣＩＱ の手続きはハンドリング会*6

社が行い、消防の手配はＫＩＡＣオペレーションからＫＩＡＣ消防へ連絡す

ることになっている。

2.7.2 消防署の対応

(1) 経過

１２時２０分、１１９番で関西国際空港の管制塔から泉佐野市消防司令室

に 「到着機の運航乗務員に医療支援が必要となったため、症状はよく分から、

ないが救急車を要請する。今、同機が到着したところで、時間がないのでこ

。ちらに向かって頂きたい。トランスマイルというマレーシアの飛行機である

駐機スポットは、今、決定し、３６番である 」と通報が入った。。

以後の作業は、次のとおりであった。

１２時２０分 電話受理と同時に救急隊が救急車で出動

１２時２３分 救急車が駐機スポット３６番に到着

１２時２４分 同機が駐機スポット３６番に到着

１２時２８分 ボーディング・ブリッジが同機に接続され、救急隊員が急

病人と接触した。同隊員が観察したところ、副機長は、意

識清明、歩行可能で、救急搬送を拒否した。１５分程度の

意識喪失、頭痛及び吐き気があったとのことで、機長らが

医療機関で受診するよう説得し、副機長の承諾を得た時点

で、ハンドリング会社の社員から検疫所の医師が到着する

まで待つように言われ待つこととなった。検疫所の医師が

到着し、医師から搬送許可を得たが、ハンドリング会社が

クレジットカードや身分証明書の確認に手間取っていた。
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１３時１３分 急病人のみ救急車に収容し、病院へ搬送連絡を行った。

１３時１５分 救急車に同乗する運航乗務員とハンドリング会社社員を呼

びに行った。

１３時２０分 救急車の準備が整い、病院に向け出発した。

１３時２８分 救急車が病院に到着した。

同機が駐機スポットに到着してから、救急車が病院に向けて出発するまで

の経過時間は５６分であった。

(2) 本重大インシデントへの対応

消防職員の口述によれば、本重大インシデント発生後の救急に関連する地

上機関の動きは以下のとおりである。

本重大インシデント時は、同空港に乗り入れていない航空会社であった

ためかタワー管制官からの救急車要請となり、駐機スポットも最初は決ま

っておらず、ＣＩＱ関係者も来ていなかった。メディカル・エマージェン

シーへの対応は、通常、ハンドリング会社から１１９番などで消防に連絡

。が入り、機体の入口で検疫、税関が待っている状態で救急隊員が搬送する

２.８ その他必要な事項

2.8.1 運航乗務員が能力低下となった事態への同社の対応要領

同社の航空機の運航方針について規定した「Flight Operation Policy Manual」

に次の記載がある （仮訳）。

3.2.4 運航乗務員の能力低下

２人の操縦士で運航している場合、操縦中の操縦士に能力低下が認知された

ときの回復操作は、以下の手順に従うものとする。

a 健常な操縦士は、操縦を代わり、飛行機を安全な飛行経路に戻さなけ

ればならない。

b 健常な操縦士は、最優先で、能力低下した操縦士が機体操縦の妨害と

なり得ないことを確保するあらゆる手段を講じなければならない。これ

らの手段は、航空機関士又は運航乗務員以外の者の協力による能力低下

した操縦士の身体を固定することを含むものとする。

c 健常な操縦士は、搭乗者の安全を確保するために、実状に即し速やか

に機体を着陸させなければならない。

２回問いかけの原則を、能力低下発見の補助として採用するべきである。２

回問いかけの原則は、運航乗務員は、操縦士が標準飛行方式又は飛行手順から

の重大な逸脱があり、かつ、２回目の口頭による問いかけに適切に反応しない

場合は、常に能力低下が起こったことを疑うべきである、というものである。
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2.8.2 管制官のメディカル・エマージェンシーへの対応要領

国土交通省航空局が定める「管制方式基準」には、管制官が、管制業務、飛行情

報業務及び警急業務を適正かつ確実に実施するために準拠すべき方式、最低基準及

び用語が定められており、メディカル・エマージェンシーという語句の記載はない

が、次の記載がある （抜粋）。

（Ⅰ） 総 則

１ 目的及び適用

(2)e 管制官は、業務の実施に当たって、この基準に規定されていない事態

に遭遇した場合には最良の判断に基づいて業務を処理するものとする。

（Ⅴ） 緊急方式

３ 管制方式

(1) 航空機が次に掲げる場合には管制上優先的取扱をするものとする。

e 航空機が急病人又は重病人を乗せている旨を通報し、かつ、優先的取扱

を要求した場合

なお、ＩＣＡＯにはメディカル・エマージェンシーという語句の定義はない。

2.8.3 関西国際空港の運用及び管理に関する協定

空港事務所とＫＩＡＣとの間で締結した協定の細則 「関西国際空港の運用及び管、

理に関する協定についての細則」に、次の記載がある。

なお、ここでいう「運用管理部」とはＫＩＡＣオペレーション 「管制所」とは関、

西空港事務所の管制機関のことである。

９．航空機の運航情報

(1) 運用管理部は、走行地域にダイバート機を停留させる場合は、あらかじ

め、管制所と調整するものとする。

(2) 管制所は、航空機から搭乗者の急病その他異常事態が発生した場合で、

救急車の待機、その他の要請があった場合は、運用管理部に通報するもの

とする。

(3) 管制所は、緊急機に関する次の事項（切迫している場合は判明事項の

み ）を運用管理部に通報するものとする。。

ａ．航空機無線呼出符号及び型式

ｂ．緊急状態の内容

ｃ．残存燃料（時間で表されたもの）

ｄ．最新の位置、着陸予定時刻及び使用滑走路

ｅ．搭乗者数
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ｆ．その他参考となる事項

2.8.4 ＫＩＡＣの業務分担

ＫＩＡＣ運用本部セキュリティ部とＫＩＡＣオペレーションの事務分掌を規定し

た組織規程に、本重大インシデントに関連あるものとしては下表の記載がある。こ

れによると、救急業務に関することは、ＫＩＡＣ運用本部セキュリティ部の事務分

掌となっている。 （抜粋）

部等の名 事 務 分 掌

運 セキュリティ １ 運用本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

用 部 ２（略）

本 ３ 空港及び空港周辺における航空機の事故等に係る消火、

部 救難及び救急医療に関すること。＊注

４ 空港等における異常又は緊急事態発生時における対応の

総括に関すること。

５～１０（略）

オペレーショ １ オペレーション業務に関する調査及び企画に関するこ

ン部 と。

２ 着陸帯、誘導路、エプロン及びヘリパッドの運用に関す

ること （異常事態発生時における措置を含む ）。 。

３ スポットの割当てに関すること。

４ 制限区域への立入り並びに制限区域における車両の使用

及び運転に関すること。

５～１２（略）

＊注：ＫＩＡＣ消防はＫＩＡＣ運用本部セキュリティ部に属し、その業務は消

防業務のみで救急車両は有しておらず急病人の搬送は行っていない。

2.8.5 航空身体検査に関する情報

(1) 国際民間航空条約第１付属書

国際民間航空条約第１付属書（第一種及び第二種身体検査共通）には、本

重大インシデントに関連する航空機乗組員の航空身体検査の受検時の既往歴

等に関連した事項として、次の記載がある （仮訳）。

6.3.2.3 申請者は、次の既往病歴又は臨床的診断を有していてはならない。

a) 信頼ある医学的結論により、申請者が免許及び限定の業務を安全に

遂行することに支障をきたすおそれがあると考えられる、進行性又は

非進行性の神経系の疾患
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b) てんかん

c) 原因に関し満足な医学的説明ができないあらゆる意識障害

(2) ブラジル国の航空身体検査基準

ブラジル国の航空身体検査基準は、本重大インシデントに関連するものと

して、以下の記述がある。

次の事項に該当しないことを証明する診療歴又は医療診断による検査が規

定されている （仮訳 （抜粋）。 ）

① 原因に関し十分な医療的説明がない意識レベルの全体的又は部分的な低

下及び／又は神経機能の欠如、不可逆性の神経障害の発現

② 脳腫瘍

(3) わが国の航空身体検査申請書（航空法施行規則第２２号様式）

わが国において、航空機乗組員が航空身体検査指定機関において航空身体

検査を受ける場合、航空機乗組員が申告すべき自覚症状について、航空身体

検査証明申請書には、本重大インシデントに関連する病名等として、次の記

載がある （抜粋）。

ふらつき又はめまい

失神又は意識の障害

てんかん又は発作

精神及び神経系の疾患

なお、指定航空身体検査医が従うこととされている航空身体検査マニュア

ルには、突発性の原因不明な意識障害等の既往歴を確認し、必要に応じて、

ＣＴ検査、ＭＲＩ検査等を検討するとともに、専門医の診断により確認する

ことが規定されている。

2.8.6 地上業務取扱契約に関する情報

、航空運送事業を行う会社は、空港で他社からハンドリング等の支援を受ける場合

一般的にはＩＡＴＡ（国際航空運送協会）で規定している様式に基づき、支援する

会社との間で契約を交わす。この契約内容は、着陸した空港毎に細部にわたり規定

している。また、緊急事態等により着陸を予定していた空港以外の空港で、他社か

らハンドリング等の支援を受ける場合、ＩＡＴＡの標準契約書には、当該空港でハ

ンドリング等の支援を行う会社は「提供可能な範囲で必要な業務取扱を提供するよ

う努力すること」と記載されている。

2.8.7 マレーシア国以外の職業操縦士免許に対する効力付与に関する規定

マレーシア国以外の職業操縦士免許に対する効力付与に関するマレーシア航空当
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局の通達に以下の記載がある （仮訳）。

１ 効力付与証明書は、マレーシア国以外の国の法律により授与された運航乗

務員の免許を有効とする 1996 年（改正）民間航空規則４２の規定に従い、DC

A（Department of Civil Aviation）によって発行される。ICAO加盟国により

授与された操縦士免許は、マレーシア国の規則により授与された免許と同一

の効力を有しているものとみなされる。その免許保有者は、保有する他国の

操縦士免許の資格（クラス）に応じた身体検査基準もまた満足しているもの

とみなされる。

３ 事実を認定した理由

３.１ 運航乗務員の資格等

機長及び副機長は、マレーシア国において免許効力が付与されており、適法な航空

従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。また、巡航機長は、マレ

ーシア国の適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。

３.２ 航空機の耐空証明等

同機は、有効な耐空証明を有しており、所定の整備及び点検が行われていた。

３.３ 気象等の関与

本重大インシデントの当時、気象は本重大インシデントの発生に関係はなかったも

のと認められる。

３.４ 副機長の身体状況の経過

(1) 飛行以前の状況

副機長は、約１年半前に突然倒れたが、ＣＴ検査では異常は発見されなかっ

たと述べている。ＣＴ検査でも走査間隔より小さい腫瘍であれば発見されない

ことがあり、また、血栓が脳の血管に詰まるなどして倒れたが一過性で直ぐに

、意識が戻ったという可能性も考えられ、その原因を特定することは困難であり

今回の発作との関連性は特定できなかった。更に、副機長のブラジル国での航

空身体検査が精神及び神経系に関しては問診だけで終わっていたことから、脳

腫瘍の存在を疑わせるような所見はなかったものと推定される。

(2) 飛行直前の状況

副機長は、半年毎の航空身体検査に合格し、同機に搭乗する前に十分な休養
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をとり、身体的な異常を感じていなかったことから、脳腫瘍にり患しているこ
．．

とに気づかず同機に搭乗したものと推定される。

(3) 飛行中の状況

重大インシデントが発生したのは、副機長の起床後約１２時間１５分、離陸

後約８時間４０分、副機長がＰＮＦとして就業し約４時間４０分を経過したと

ころであった。副機長は、飛行高度ＦＬ３８０、客室与圧高度約７,０００ftを

巡航飛行中の機内においてＰＮＦ業務を実施中、脳腫瘍による脳圧亢進の症状

、である突然の頭痛に引続く、意識喪失、全身の硬直、けいれんの発作を発症し
．．．．

正常に業務を行うことができなくなったものと考えられる。

(4) 着陸後の状況

着陸後、搬送された病院において、２.６に記述したとおり、脳腫瘍の疑いが

あり脳をかなり圧迫している状態であると診断された。

３.５ 航空身体検査について

2.8.5(2)に記述したように、ブラジル国における航空身体検査で脳腫瘍等について

検査することが規定されているが、脳腫瘍はり患してもある程度の大きさになるまで
．．

は症状が現れることが少ない。実際の検査においては過去６ヶ月間における健康上の

問題について問診を受けたが、ＣＴ検査やＭＲＩ検査を受ける程の段階に至っていな

かったため、副機長に自覚症状がないこの段階で脳腫瘍を発見することは困難であっ

たものと推定される。

2.8.5(3)に記述したように、わが国においても精神及び神経系については、運航乗

務員が自覚症状を申告した場合、または航空身体検査医が被験者の検査データの点検

や問診などから得られる診断に基づき、詳細な診察をすることになる。しかし、運航

乗務員に脳腫瘍の存在を示唆する自覚症状がない場合や、他覚的な症状がない場合、

脳腫瘍を発見することは困難であるものと推定される。

このように、脳腫瘍の発見が困難であったことから、副機長の脳腫瘍の症状の発症

の予見は困難であったものと推定される。

なお、運航乗務員に自覚症状があった場合には、ＣＴ検査又はＭＲＩ検査等の詳細

な診察を実施することから、脳腫瘍を発見できる可能性が高まるものと考えられる。

３.６ 運航乗務員が能力低下となった事態への対応

3.6.1 運航乗務員の対応

、2.1.1 の管制交信記録並びに 2.1.2(1)、(2)及び(3)の口述のとおり、巡航機長は

副機長の発作が発生するや、直ちに副機長の身体的異常により同機の運航に重大な

問題が発生したことを認識し、素早く時刻、位置を確認し、適切な空港への着陸を
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決断し、福岡ＡＣＣにレーダー誘導を依頼した。次に、同機の正常な操縦を確保す

るために、機長と交代するとともに、他の搭乗者の協力を要請し、副機長を操縦席

から下ろした。更に、休憩室のマットに副機長を寝かせ、酸素吸入の応急処置を実

施した。

これらの対応は、2.8.1 に記述した、同社の運航乗務員が能力低下となった事態

の同社の対応要領に合致する適切なものであったと認められる。

3.6.2 管制官の対応

2.1.1、2.1.2(1)、(2)及び(5)に記述したように、同機は、メディカル・エマージ

ェンシーを通報したが、管制上の優先的取扱は要求しなかったため、2.8.2 に記述

した管制上優先的取扱をする条件に該当してはいなかった。しかし、タワー管制官

は、メディカル・エマージェンシーの通報を受け、滑走路２４への視認進入又は滑

走路０６へのＩＬＳ進入という通常の進入経路よりも短縮した経路を要求するか否

かを同機に提示し確認した。このように、同空港に不慣れである上に予定外の運航

を行っている同機に対し多様な選択肢を積極的に情報提供していたのは、適切な対

応であったものと考えられる。

メディカル・エマージェンシーであることをＫＩＡＣオペレーションに通報した

ことは、空港事務所とＫＩＡＣの間の緊急時の対応要領に合致するものであったと

認められる。

ただし、地上支援の必要な態勢を整えるため、患者の数や症状について把握する

必要があったものと推定される。

3.6.3 地上支援の対応

(1) 駐機スポット及びハンドリング会社の設定について

2.7.1 に記述したように、ＫＩＡＣオペレーションがメディカル・エマー

ジェンシーの情報を入手してから、ハンドリングを行う会社と駐機スポット

が決定するまでに３０分が経過し、スポットの決定は同機の着陸とほぼ同時

であった。

さらに、同機が駐機スポットに到着してから、救急車が病院への搬送を開

始するまで、５６分を要した。

、この遅れは、ハンドリングを行う会社を決定することに時間を要したため

ハンドリング会社の準備の時間が十分でなく、通常は迅速に行える入国の手

続きが円滑に行われなかったことによるものと推定される。

(2) 救急車の要請について

消防機関への救急車の要請は、通常はハンドリングを行う会社が実施して
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いたが、今回の場合、ハンドリング会社は同機が着陸するまで決定していな

。い状況であったため、救急車の手配が遅れる結果となったものと推定される

空港事務所のタワー管制官は、緊急時の対応要領どおりにＫＩＡＣオペレ

ーションに通報した。ＫＩＡＣオペレーションは、 2.8.4 に記述したように、

ＫＩＡＣ運用本部のセキュリティ部が救急医療に関することを実施する事務

分掌になっており、ＫＩＡＣから救急車の手配を行うべきところであるにも

かかわらず、タワー管制官に、救急搬送業務は行わないことからその体制が

、整備されていないＫＩＡＣ消防に連絡するように通報した。ＫＩＡＣ消防は

自ら１１９番通報すべきところであるにもかかわらず、タワー管制官から救

急車の手配を行うように依頼した。

、しかも、ＫＩＡＣオペレーションは、タワー管制官から確認されてもなお

自ら確認することなく、ＫＩＡＣ消防へ通報するように再度誤った依頼を行

った。

これらの理由で、情報を入手してから救急車を呼ぶまで約３０分が経過す

ることとなったものと推定される。

３.7 被害軽減の方策

本重大インシデントにおいて実際の被害が発生することはなかったが、同種事案に

おいて被害発生の可能性を低減するために次の方策が考えられる。

(1) 副機長以外の運航乗務員の対応

副機長以外の運航乗務員の対応は、航空機運用の面及び急病人対応の面から

は適切であったと考えられる。ただし、急病人への初期対応が一段落した時点

で、地上支援者と認識を共有し適切かつ迅速な支援を受けるために、急病人の

状態について、運航乗務員の医学的知識の範囲で把握した情報を管制機関を通

じ地上に知らせることが重要であると考えられる。

(2) 管制官の取扱い

管制官は、管制上の対応を積極的かつ適切に実施していたが、急病人の状態

について同機に積極的に問合わせることはなかった。同空港に通常は乗り入れ

ていない同機にとっては、地上との情報交換は管制機関を経由するしかないこ

とから、医療支援を行うために必要なより詳細な情報（患者数等）を管制機関

が積極的に取得していれば、着陸後、より適切な医療支援が可能になるものと

考えられる。

(3) 地上支援

① ハンドリング会社の決定について

ＫＩＡＣは、緊急着陸機のハンドリング会社の決定が遅れることによって
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救急車やＣＩＱ等の手配に支障が出ることのないよう、対策を事前に検討し

ておけば、地上支援を円滑に実施できたものと考えられる。

② 救急車の要請について

ＫＩＡＣは、緊急着陸機への対応に留まらず、あらゆる場面での急病人発生

に備え、直ちに救急車を手配できるような手順を事前に整理しておけば、迅速

かつ円滑な救急搬送ができたものと考えられる。

４ 原 因

本重大インシデントは、同機が巡航中、ＰＮＦを務めていた副機長が、脳腫瘍によ

る脳圧亢進の症状である突然の頭痛に引続く意識喪失を発症したため、正常に業務を

行うことができなくなったことによるものと推定される。

これらの症状の発症が予見されなかったことについては、副機長が、脳腫瘍にり患
．．

しているという自覚症状がなかったこと、また自覚症状も他覚症状もない場合、現在

の航空身体検査においては、脳腫瘍の発見が困難であることが関与したものと推定さ

れる。

５ 所 見

本重大インシデントでは、関西国際空港での地上支援において対応が遅れる事態が

発生した。わが国の上空を飛行する航空機数は増大しており、その中には、緊急着陸

した空港での地上側の受入体制を持たない運航者もあり、これらの航空機が緊急に着

陸してくるような事態は十分想定される。空港管理者をはじめとする関係者にあって

は、常日頃からこうした事態が発生した場合に迅速かつ最善の対応ができる体制を整

えるよう検討をしておくべきである。
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付図１ 推定飛行経路図 
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付図２ マクドネル・ダグラス式ＭＤ－１１Ｆ型三面図 
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付図３ ＤＦＤＲ記録 
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付図４ 地上走行経路図 
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写真１ 航空重大インシデント機 

写真２ 副機長が着座していた右操縦席 
 （後方へ移動させ、背もたれを後方へ倒した状態）



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」


